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03063 I用語の定 ｜耐火性能 ｜耐火重重旦韮且z通草公本主1こよる火熱｜「令107条JI二「耐火構造に要求される耐火性能」について載っており，10

義 ｜ 問T帯豆あ蒔聞記えられた場合に守構造耐 ｜そこに「① 非績傷性」（一号）， 「② 遮熱性」（二号l.r⑤ 遮炎性J（三
カ上支障のある変形，溶融，破壊その他 ｜号）の3つの性質別に必要な性能が順に規定されている．問題文は

の損傷を生じないものでなければならな ｜「①-3_E皇宣箆」金足述乏あり，「耐火構造の柱は，通常の火災による
一一一一 ｜天熱京市更の間加えられた場合に，構造耐力上支障のある変形，

溶融1 破壊その他の損傷を生じないこと Jとわかる （この問題lま，

コ一向609↑；，ゆ 類似問題です ） （φ・外）、
どん古文言？？ →.＠＿，垢aうえくだ ，－－－－，：『 1 -
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23051 I用語の定 ｜耐火性能 ｜地上2階建ての建築物に用いる耐火構造 ｜「令107条」に「耐火構造に妄求される耐火性能」について載っており，IO

義 ｜ ｜の耐力壁！こ必要とされる耐 火主副込 通 ｜そこに「①．非損傷性J(一号）， 「②．遮熱性J(二号）， 「⑤ 遮炎性J（三
常の火災による火熱が1蒔問加えられた ｜号）の3つの性質別に必要な性能が順に規定されている一問題文は

場合に句構造耐力上支障のある変形，溶 ｜「非損傷性」と「遮熱性」についての記述であるためT ぞ 志 郎 「非損

融，破壊±の他の損傷を生じないもので ｜傷性Jをチェックするとそこにある表より「地上2階建ての築物に用

あり，！、っ1当該加熱面以外の面（屋内に｜いる耐火構造の耐力壁は．通常の火災による火熱が1時間加えられた

菌するものに限る ）の温度が可燃物燃 ｜場合に，構造耐力上支障金ある変形，溶融，破壊その他の損傷を生じ

焼i温度以上に上昇しないものでなければ！ないこと」とわかるまた〔三号当の「遼熱性Jをチェックすると，「耐火構

なら電rvtこだし，耐火性能検証j去による ｜造の耐力壁には，通常の火災による火熱が1時間加えられた場合に，

程認は行われていないものとする． ｜当該加熱面以外の面（屋内に面するものに限る． ）の温度が可燃物燃

焼温度以上に上昇しないこと」とわかる

時l.lttえ1二よ三宰 c,.r込i-fi.！＂守tIr'" ス毛＿（，-Z.•1iバ；-iて
→弘主防1］.関心仏l

2002s I用語の定 ｜準耐火性 ｜屋内において発生する通常の火災による ｜「令107条Jlこ「耐火構造に要求される耐火性能J，「令107条の2JIこ「準IX

義 ｜能 ｜火熱が加えられた場合に，耐火構造及び ｜耐火構造に要求される準耐火性能」について載っており曾そこに「①．非

準耐火構造の耐力壁である外壁は：いず｜損傷性J（一号）， 「② 遮熱性」（二号）， 「③遮炎性」（三号）の3つの性

れも向じ時間，屋外に火炎を出す原因と ｜賃別に必要な性能が順に規定労竺い久間直文＇！！g;空炎性Jにつ ｜ ｜ →。
なるき裂その他の損傷を生じないもので ｜いての記述であるため，「令J._()7去三二号」「令107条q:ii三号」をそれそ

あることが求められる． ｜れチェックすると，耐力壁マある外墓Iこおし？で「而火 生誌では1時間J

tえば従？ ？さ ｜官主f器3；記tt~；~子芸~）~求されるとわかる問題文に
. ~ .. ~島ヌトて 広 IV'v～？？（ゲ）〕一一

’t/J... TJ +'it之7, 4的性｜ 終 F川 M 閉じ削.J'11 N凸 r'i--1¥.l:ih.判2吟｜町fよちοK

19024 I用語の定 ｜準耐火性 ｜「建築物の周囲において発生する通常の ｜「令107条の2」！こ「準耐火構造に要求される準耐火性能Jについて載っ ｜×
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「耐火構造等」のピックアップ問題

コード｜大項目 ｜小項目 問題 ｜解説 ｜解答

会 J25064I用語の定 ｜耐火性
義 ｜能，準耐

火性能

耐火構造の耐力壁と準耐火構造の耐力 ｜「法2条第七号」より，「耐火構造のE本監韮且A通常の火災が終了す ｜×
皇室は，いずれも．通常の火災による火熱 ｜るまでの間当該火災に与る建築窃胃商事宣言延焼を防止するために

がそれ宅京Tさぢいて定められた時間加え ｜当該建築物の部分に必要とされる性有lU盟，終7色主 t壊 堕山lと
られた場合に，加熱終了後も構造耐力上｜わかる 一方，「j去2条第七号のニ」より7「 耐及構造の警置本法 一
支障のある変形1 溶融，破壊その他の損 ｜は，通常の火災による延屋主坦車ttるために当該建築物の部分に必
傷を生じないものであることが求められて ｜要とされる性能」とわか 問題文の「準耐火構造Jについては「加熱
いる ｜終了後J当該性能は求められていないよって誤り．

-= AJJ＼－~霊(l-al吟？荷下山市

03094 I用語の定 ｜準耐火構 ｜主要構造部を準耐火構造とした建築物の ｜「令109条の2の2JIこ「主要構造部を準耐火構造等とした建築物の層 Jo 
義 ｜造 ｜地上部分の層間変形角を， 1/150以内と ｜間変形角」について載っており，「法策室宮古写芯三イに該当する建

なるようにした ｜築物（通称イ準耐）の地上部分の屋国玄豆急足，1/150以内でなけ
ればならない.Jとわかる． （この間題はコ二F了20024Jの類似問題で

す ） l ,li. ，.、 t • 
戸『＼ ．耳鼻乏万すもしザルI.

被毒l‘：7.1J Ii 

S弘常識、
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特，主 りE秀之．武二レ。句似た；在。
附 61I用語の定 ｜防火性能 ｜非耐力壁である防火髄の外壁iこ必要と｜「令108条JIこ「臥通の防火性能」について載っており Iそこにゆ 10 i場枠1・.＇.！やf

義 ｜ ｜される防火性能は，建築物の周囲におい ｜非損傷性」（一号），「到底熱性」（二号）の2つの性質別に必要な性能 E ・
て発生する通常の火災による火熱が加え｜が順に規定されているここをわかりやすく解説すると，「①．非損傷性J

( 1られた場合に，加熱開始後30分問屋内面｜とは「火災が起きた際 一定時間壊れないこと J，「②遮熱性Jとは レ＇；；＼ .I-. Jiい
は 17 ｜の温度が可燃物燃焼温度以上に上昇し ｜「火災が起きた際 一定時間熱が他の部分へ伝わらさいこと Jをい ｜ J「ぷレ
山ι~ 1 pいものでな肋ばならない 1 i；；~~思想員三官事漁民民主:Ji~ I外｜前例？多

1 ・
， 

常の火災l二日 商察添加えられた場合t5m烹蘭蕗蛮萄芳間当該加熱
面以外の i（屋内 二面するものに昆るJの温度が可燃物燃焼温度以
主ご土昇しなE活要がある1とわかる

、タ！－，＿.＿.

’ 予代背負 （込~船外→肉
23064 I用語の定 ｜防火性能 ｜耐力壁である防火構造の外壁に必要とさ ｜「令108条Jl二「防火構造の防火性能Jについて載っており，そこに「① IX

義 ｜ ｜れる防火性能は，建築物の周囲及び屋 ｜非損傷性J(一号），「②．遮熱性」（二号）の2つの性質別に必要な性能
肉において発生する通常の火災による火 ｜が順に規定されている． ここをわかりやすく解説すると「①，非損傷性j

目 ．熱が加えられた場合に，加熱開始後30分｜とは「火災が起きた際v一定時間壊れないこと J，「② 遮熱性」とは
1. .t_ I ーふ ｜間構造耐力上支障のある変形，溶融，破 ｜「火災が起きた際町一定時間熱が他の部分へ伝わらないこと」をい

じh~~k I 1 1:if ：~~損傷を生じない…れ l主J~記事直勤顕鎧ずの火
B 第吹きにダミl°&.;k L,1 J.・1（場企れイt科巾付加去J

28083 I用語の定 ｜防火性能 ｜防火構造として，建築物の軒裏の構造が ｜「令108条」lゴ防火構造の妨火性能」について載っており，そこに「⑦ Jo
義 ｜ ｜適合すべき防火性能に関する技術的基 ｜非損傷性」（一号），「②．遮熱性」（二号）の2つの性質別に必要な性能

準は，軒裏に建築物の周囲において発生｜が順に規定されている ここをわかりやすく解説すると「①．非損傷性J
する通常の火災による火熱が加えられた ！とは「火災が起きた際，一定時間援れないこと J，「②．遮熱性Jとは

、 l場合l二，加熱開始後30分間当該加熱面 ｜「火災が起きた際。 一定時間熱が他の部分へ伝わらないこと Jをい
', );'_ ｜一7 ｜以外の面（屋内に面するものに限る ）の ｜う．問題文は「遮熱性Jについての記述であるため，「二号」をチェック

ムι｜ i t：~~：控摂以上に胤な 1;f訪問錦絵ふ漂白鷹立与議：：：AA
面以外の面（屋内 二面するものこるJの温度が可燃物燃焼温度以
上に上昇しなLi0'宴亦源右づE宥かる． （この問題lま， コード「16054J

の類似問題です． ）

川 1：~苦の定 1：防火性 1：雲常rr：品！、·』Iき
揮するために外壁に必要とされる性能を’ ｜焼の抑制に一定の効果を揖草するために外壁に必要とされる性能を
「準防火性能」という ｜いう.Jとわかる （この問題はT コード「27013Jの類似問題です ） I I 、． 、
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「耐火構造等Jのピックアップ問題

コード 大項目 小項目 問題 解説 ／ 解答

01091 用語の定 準不燃材 建築物の外部の仕上げに用いる準不燃
「令1条第五号J＇い1「0令る分建1間0築’8条燃材の焼料2しにJよなはりし，，も火「準の災で不にあ燃より材る，火料か熱とつUが1て加~ 建築物の外

× 

義 料 材料lま，通常の火災による火熱が加えら の｛土よlす1に用 えられた場
れた場合lこ1 加熱開始後10分間， 燃焼せ 部合に加熱開始後 、 火上有害な

ず，防火上有害な変形，溶融， き裂その 変形等の損傷を生じない性能が要求される.Jとわかる．問題文には

／ 
h--や 他の損傷を生じないものであって，避難 l避難上有害な煙又はガスを発生しないものJとあるが，この性能は，

上有害な短又はガスを発生しないもので 外オ、コ務③2の仕！上3すHの二閉L..＇以 場語合習主要う求fされγないため誤り （この問題は
第1?r 11'スI＆マ なければならない

「lー三も色い（号叫品Fσift
le 

03064 用語の定 不燃材料 不燃材料として，建築物の外部の仕上げ r 5去2条第九号J，「令108条の2Jより，「不燃材料として，建築物の外部。
義 に用いる建築材料が適合すべき不燃性 の仕上げに用いる建築材料には，火災による火熱が加えられた場合

能及びその技術的基準は．建築材料に， に加熱開始後20分間f 燃焼しないものであり，かつ，防火上有害な変
通常の火災による火熱が加えられた場合 形等の損傷を生じない不燃性能が要求される．」とわかる． （この問題
lこl 加熱開始後20分間，「燃焼しないもの は，コード、「16053」「19023J「23062J「28082Jの類似問題です． ）
であることJ及び「防火上有害な変形，溶

恥を季以耐 一今ころ融， 亀裂その他の損傷を生じないもので
あること」である． 工ち f升主pゅ 日と8--

20073 用語の定 不燃材料 不燃性能lま，建築材料にT 通常の火災に 「j去2条第九号J，「令108条の2Jより， 「不燃材料には，通常の火災に 。
義 よる火熱が加えられた場合に，加熱開始 よる火熱が加えられた場合に，①燃焼しないものであること．②防火

後所定の時間町燃焼しないことや防火上 上有害な変形，溶融，き裂その他の損傷を生じないものであること，
有害な変形等を生じないことだけでなく， ③避難上有害な煙又はカスを発生しないことが求められる．ただし，

きォ 7,,-'fJ:2. rn 建築物の外部の仕上げに用いるものを除 建築物の外部の仕上げに用いるものにあっては①，②に限られる．問
さ避難上有害な煙又はガスを発生しな 題文には「建築物の外部の仕上げに用いるものを除きJとあるため1 ③

一---{> いことが求められる
についても求められる問題文は正しい = 「Lみー向毛存rJ. :iL』ュA♀ 今¥i 

25062 用語の定 不燃材 建築物の外部の仕上げに用いる不燃材 「；去2条第九号ム「令108条の2」より， 「不燃材料として，建築物の外部 。
義 料，準不 料及び準不燃材料は，いずれも通常の

の仕上げ始に傷用後｜品0し分な建間い築J不燃材燃焼料性しにな能はいが，も火要の災求でにさあれよりるる，火．カ一熱が加えられた場合燃材料 火災による火熱が加えられた場合に，加 に加熱関 、つ，防火上有害な変
熱開始後，それぞれについて定められた 形等の損 」とわかる．また，「令1
時間，燃焼しないものであること及び防火 1急0集分主間J芳所J，「令108条の2Jより．準不燃材料にも同様に，加熱開始後
上有害な変形，溶融， き裂その他の損傷 定の不燃性能が要求されるよって問題文は正しい
を生じないものであることが求められてい

T 乏<hz:,'.rt1乙フい Z東川 U乙~t品 」る．

一 ーちιこ二号 （三ろ 〈よ
22014 用語の定 耐火建築 構造耐力よ主要な部分を耐火構造とした 「法2条「主第要九構号造の部ニを」耐に「耐火建築物JIこついて載っており，「耐火建築 × 

義 ヰ免 建築物は1 「耐火建築物」である 物J= 火構造（または，政令基準に適合する主要構造
部）J＋「外壁の関口部で延焼のおそれのある部分に防火設備」とわか
る「主要構造車を耐火構造」としただけでは耐火建築物とみなされな
いため誤り

＼）用手与え.l
02013 用語の定 耐火建築 耐火建築物における外壁以外の主要構 r 5去2条第九号のニJIゴ耐火建築物」について載っており，「耐火建築 × 

義 物 造部にあっては，「耐火構造J文は「当該 物における外壁以外の主要構造部にあっては，「耐火構造」文は了すf屋る
建築物の周囲において発生する通常の ま内で二面お支しるても発笠とがし予て顎lされる火災による火熱に当該火災が終
火災による火熱に当該火災が終了するま 所定の妓術的基準に適合する構造」のいずれか
で耐えるものとして，所定の技術的基準 に該当するものでなければならない」とわかる問題文は「建築物の
に適合する構造」のいずれかに該当する 周囲において発生する通常の火災」とあるため誤り． （この問題は，
ものでなければならない コード「1ao1sJr27011」の類似問題です ）防bど3a,がどう六を 中＼7"tI 

／ー、、
29091 用語の定 準耐火建 主要構造部を準耐火構造とした建築物以 「し法な2け条れ第ば九な号らのなミ：Li］ロ：J築l「令109条の3第二号jより，「準耐火建築物と

。
義 築物 外の建築物で‘あっても，柱及び梁が不燃 物で，主要構造部を準耐火構造（イ準耐）とし

材料で，その他の主要構造部が所定の なくても，主要構造部である柱及び梁が不燃材料で，その他の主要構
技術的基準に適合するものとしまた，外 造部が所定の技術的基準に適合するものとしまた，外壁の関口部で
壁の関口部で延焼のおそれのある部分

延焼のおそれのある部分に所定の防火設備を有するもロの詩（不句燃ロギ準1ノ5キ弘X匙に所定の防火設備を有するものは，準耐 耐）とすることができる」とわかる 4諮問今
火建築物に該当する L足i

， ．．． ， 
25061 耐火性能 主要構造 耐火建築物の主要構造部は，耐火構造 × 

検証法・ 笥日 であるか，所定の妓術的基準に適合する ｛ 

防火区画 ものであることについて耐火性能検証法 荷村
検証法 により確かめられたものであることが求め

られている目 。J

雪量・

／（＼  9政 ν
05063 計画／ 木材 被覆型（メンブレン型）木質系耐火部材と

d耐設の火木l柱す構材やそ造の業のと中等外な心の側りに木えに鋼材る燃材のfえ木が周代質寝り層系めにを耐込揺傑火まりえ部れ付止材たけま』『たの本りf屠代質燃左ハ表え呼的イ止ばブなまれリ構りツる型造ド耐J方裂火②法I被とC柱B覆しや柱て材梁や到警I 、
0 岡

＼主主～築ー計画／ I 
は，柱や梁等の木材の周りに，無機質系 ' 建材等を耐火被覆として用いたもので‘あ
る．

＼、、品、梁等の木材の周りに，無機質系建材等を耐火被覆として用いた「被覆

型（メンブレン型）」がある j丈E坊主L～ 
→主主 話先.lt,v,乞イ

f、

、－ー四－
3 由初さす

v’ t vョ，zνJ、ー、

qう’ち仏tっ



「耐火構造等Jのピツ仇 プ問題 ／ 枠 制 1'Jt,'" O'紗 1，てあI1 （五怜エ）
コード ｜大項目 ｜小項目 ｜問題 ｜解説 ｜解答

2sos3 I耐火性能 ｜耐火性能 ｜耐火性能検証法は，屋内において発生が｜「全108条の3第一号Jより，「耐火性能検証i去は 「屋内において発生 10

検証法・｜検証法 ｜予測される火災による火熱が加えられた ｜が予測される火災による火熟が加えられた場合に，主要構造部が構
防火区画 ｜ ｜場合に主要構造部が構造耐力上支障の ｜造耐力上支障のある損傷を生じないものであることJI 「周囲において
検証法 ｜ ｜ある損傷を生じないものであること，建築 ｜発生する通常の火災による火熱が加えられた場合に，耐方壁である

物の周囲において発生する通常の火災 ｜外壁が構造耐力よ支障のある損傷を生じないものであることJ等を確
による火熱が加えられた場合に耐力壁で ｜かめる方法Jとわかる．よって正しい． （この問題は，コード「25091Jの
ある外壁が繕造耐力上支障のある損傷を｜類似問題です ）
生じないものであること等を確かめる方法
である

23103 I耐火性能 ｜主要横造｜主要構造部の性能について耐火性能検 ｜「別表1Jより「映函館Ji, （い）欄（一）項に該当する特殊建築物であ l×
検証法・｜部 ｜証j去により確かめられた場合であっても.Iり （ろ）欄をチェックすると「3階以上の陪」という条件（法27条1項第一
防火区画 ｜ ｜延べ面積2,000m'，地上4階建ての映函館｜号）こ該当する．その主要構造部については，「令110条Jより所定の
倹証法 ｜ ｜の4階の主要構造部である柱は1 耐火構 ｜準耐火構造や耐火構造等こ適合しなければならない．問題文民「耐中

造としなければならない。 ｜性能検証孟l三よ旦E室主1必ム匙左揚合」とあるため，柱（主要構造苦
冊有明書室芝亡芯てH；主要構造部の基準に適合しているものとみなさ

与同オ川尚絞 限竺ご〓7ナニ 、、
イ恥if~川殺昔日’ ｜エとよ 計なL稿文 ．（ゐ開株斗白話、＇）

23104 I耐火性能 ｜防火区画主要権造部の性能について耐火性能釜 ｜「令108条の3第4項」より，「主要構造部が，①．「令108条の3第1項第 IO 
検証法・｜検証法 ~去により確かめられたものであり .（！｝；＿ ｜ニ呈 耐火性草草証丞）JIこより確かめられた建築物（当該建築 主
防火区画1 "I－：＞＿.：＞）当該建築物の主要構造部である京又1要構造部である床又は壁（外感安除〈 〕の関口部に設けられた防火
検証j去 ｜ 腎 壁（外壁を除く ）の関口部に設けられ憧備が，防火区霞 証j去に叫 （関口部設備の火災時におけ認 す

た防火設備が守防火区画検証；去により所打て関する性能を有することが）確かめられたものであるものに限る． ），
定の性能を有することが確かめられたも ｜②．「令1osJ長の3第1項第二号I大臣の認定）」を受けた建築物（当該建
のである建築物に対する防火区画等関係｜築物の主要構造部である床又は壁（外壁を除く ）の関口部に設けら
規定の適用については，これらの防火設け1た防火設備が，大臣認定を受けたものであるものに限る.) Jは，「防
備の構造は特定防火設備とみなす Ix区画等関係規定」の適用については，当該建築物の部分で主要

査部であるものの構造を耐火構造と．これらの防：k設償金盤i萱If翠
定防天設備とみなす；？とができる Jと行かる．ゆえ1こ問題文の場合
はプ① に該当するt｛め守正しい．（この問題は，コードr1_sossJ，の類似 －－

問題です ） ~ fc1-i~JA f者普T努貯L

一 ，｝’ l ’＼ -;g,'(iえ-f芯シ梓J

03os1 I耐火性能 ｜防火区画｜防火区画検証法lま，関口部に設けられる ｜「令108条の3第5項Jより．「防火区画検証法とは，関口部に設けられ ｜×
検証法・｜検証法 ｜防火設備について，屋内及び建築物の周｜る防火設備（関口部設備という ）の孟迫長品 ょエ発生が予測される火
防火区画 ｜ ｜固において発生が予測される火炎による ｜災時における遮炎に関する性能を検証する方法をいう Jとわかる．問
検証法 ｜ ｜火熱が加えられた場合に，火災の継続時｜題文lこは「屋内及び建築1の周囲において発生が予測される火災Jと

間以上， 加熱面以外の面に火炎を出すこ ｜あるため誤りナ~吉 田富百7守三？「25092J 「29064」の類似問題で
とな〈耐えることができることを確かめる方｜す． ）

法である ｜ R白秘以fし~1iく地仇

22101{1別表1) ｜特殊建築 ｜特殊建築物の用途等に応じ， 耐火建築物｜「別表1」より「ホテル」と「病院jl弘 共に（い）欄（壬塑用途であり，「法 IO 
¥I ノ ｜物 ｜等としなければならないとする規定に関し 127条1項に規定する耐火建築物等去しな汚れまならない特殊建築物」

泌怖、｜ ｜て，各階に就寝する機能を有するホテル｜とわ か る よ っ て 融 支布 ホデJI,」と「病院」は，同一の裏付適用

三紡ヲ｜耐え ｜と病院は同ーの裏付適用問 ｜抑

02271 llllJ表1 ｜旅館 ｜延べ面積150m'，高さ15m，地上3階建て ｜「別表1」より「旅館Jは，（い）欄（二）項用途とわかる「法27条Jに「耐火 10

の「一戸建ての住宅（耐火建築物及び準 ｜建築物等としなければならない特殊建築物」について載♀ており，その
耐火建築物以外の建築物）」を「旅館Jに ｜「第一号Jより，（い）欄（二）項用途の建物の場合，階数 .3.I'延べ面積
用途変更しようとする場合有効かつ逮 ｜が200『ri未満のもののうち，政令（令110条のめで定扇る用途で，政含
やかに火災の発生を感知して報知できる ｜（常110§長の5）で定める妓術的基準に従って警報設備を設ナたものは
ものとする技術的基準に従って警報設備 ｜適用除外となる」とわかる．問題文の建築物 J令110条 例Jf宅
を設置すれば，主要構造部を耐火構造と 1110条の5」いずれにも該当するため，主要構造部を耐火構造とする必

する必要はない 担笠ビ品向玲よ

22103 I別表1 ｜木三共・
木三学

認五t-01く

-Iv 
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耐£格~乞
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一一 ・自動車修｜延べ面積200m'，平屋建ての自動車修理 ｜「別表1」より「自動車修理工場Jは（い）欄（六）項特建であり，「法27条｜ × ｜ 
理工場 ｜工場を準防火地域内に新築する場合， 耐I之基一号Jより＇ （ろ）櫛条件には該当せず，（は）欄条件はないゆえに

火建築物及び準耐火建築物以外の建築 す火義務は生じないとわかる次！こ「法27条3項一号Jより，（に）欄条
物とすることができる目 ／｜件をチェックすると「床面積150m'以上Jに該当するため，問題文の「自

〈持以内聞い1れきのか（問
i~Qれ払えを（格1\ ) -z;タろυ．

こ,O'\~乍µv.!:f当 ，....＿ji:pキ吟 r/1-l.J主

動車修理工場」Iま，耐火建築物又は所定の準耐火建築物としなけれ E I ‘ 

~~哉、叶者ゃいい 斜ヒ島備特t l 斤~~ .I ←空包
4 


